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１ 派遣先の講ずべき措置等について



１ 派遣先の講ずべき措置等について

（１）派遣先責任者
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（２）派遣先管理台帳

（３）就業状況の報告

（４）事業所単位の派遣可能期間の延長

（５）苦情の適切な処理

（６）派遣先による均等待遇の確保

（７）派遣労働者の雇入れ努力義務・募集情報の提供義務

（８）派遣料金の配慮義務

労働者派遣法は、

「派遣労働という働き方､ およびその利用は､ 臨時的・一時的 なものであることを原則とする」

という考え方のもと、常用代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定及びキャリア
アップを図ることを目的としています。



事業所内において受け入れている派遣労働者の総数について、１~１００人までを１単位として１
人を選任する。

事業所ごとに自己の雇用する労働者（役員でも可）から「専属」（他の事業所の派遣先責任者と兼任
しない者の意）の者を選任する。

※派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数（事業所内の労働者総数）が５人以下の小規模事業所であ
るときは選任しなくともよい。

１ 派遣先の講ずべき措置等について

派遣先は、派遣就業に関し以下の事項を行わせるために、労働者派遣された派遣労働者に関する就業の管理を一元的に
行う「派遣先責任者」を選任し、派遣労働者の適性な就業を確保しなければなりません。（法第41条）

（１）派遣先責任者
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① 派 遣 先 責 任 者 の 選任

製造業務に派遣された派遣労働者が一定以上いる場合、当該派遣労働者を担当する派遣先責任者と、それ以外の業務に派遣
された派遣労働者を担当する派遣先責任者とを区分して選任する。

製造業務専門派遣先責任者

１人１~100人

２人101~200人

３人201~300人

１人（兼任可）51~100人
１人101~200人
２人201~300人

派遣先責任者
（製造以外）

製造業務専門
派遣先責任者



❶ 指揮命令者等への次の事項の周知
ⅰ）派遣法等の規定
ⅱ）労働者派遣契約で定める事項
ⅲ）派遣先通知の内容

❷ 派遣可能期間を延長したときの事業所単位の抵触日の通知

❸ 派遣先の労働者と派遣労働者の均衡待遇の確保
ⅰ）教育訓練の実施状況の把握
ⅱ）利用可能な福利厚生施設の把握
ⅲ）派遣元に提供した派遣先労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行状況等の情報の把握

❹ 派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び記載事項の通知

❺ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理

❻ 安全衛生に関すること
安全衛生に関する業務を統括する者（安全管理者等）、派遣元事業主との安全衛生に係る連絡調整

❼ その他、派遣元事業主との連絡調整に関すること
派遣元責任者との連絡調製

１ 派遣先の講ずべき措置等について

（１）派遣先責任者
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➁ 派 遣 先 責 任 者 の 職務

以上の職務を実行するのに適任である者を選任し、選任された者は職務内容を理解の上で就業管理を行ってください。



１ 派遣先の講ずべき措置等について

派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに、以下に掲げる事項を記載
しなければなりません。 （法第42条）
※ 派遣先管理台帳は、労働者派遣が終了した日から起算して３年間保存
しなければなりません。（法第４２条第２項）

（２）派遣先管理台帳

6

派遣先管理台帳に記載すべき事項
①派遣労働者の氏名
➁派遣元事業主の氏名又は名称
➂派遣元事業主の事業所の名称
④派遣元事業主の事業所の所在地
⑤協定対象派遣労働者か否かの別
⑥無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働舎かの別
⑦派遣就業をした日
⑧派遣就業をした日ごとの始業及び終業の時刻、休憩した時間
⑨従事した業務の種類
⑩従事する業務に伴う責任の程度
⑪派遣就業した事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所、組織単位
⑫派遣労働者から申し出を受けた苦情処理に関する事項
⑬紹介予定派遣に関する事項
⑭教育訓練を行った日時・内容
⑮派遣先・派遣元責任者に関する事項
⑯派遣受入期間の制限を受けない業務に関する事項・60歳以上の者か否か 等
⑰社会・労働保険の被保険者資格取得届の提出の有無（無い場合はその理由）

※赤で網掛けした部分は派遣契約で定めていない事項です。契約締結後に把握し記載する必要があります。



１ 派遣先の講ずべき措置等について

派遣先は、派遣労働者ごとの以下の事項を、書面の交付等により派遣元事業主に通知しな
ければなりません。（法第４２条第３項）

（３）就業状況の報告
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➀ 派遣元事業主に通知すべき事項
❶ 派遣就業をした日

❷ 派遣就業をした日ごとの始業及び終業の時刻、休憩した時間

❸ 従事した業務の種類

❹ 派遣労働者の氏名

❺ 従事する業務に伴う責任の程度

❻ 派遣就業した事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所、組織単位

就業状況報告（派遣元事業主への通知事項）

令和 年 月分
労働者派遣法第42条第3項に基づき、下記について通
知します。

労働 太郎派遣労働者氏名

株式会社ハローワーク滋賀工場 大津市中央○－○－○ 製造部情報機器課部
品製造係

就業場所

製造部情報機器課部品製造係組織単位

情報機器の部品の製造を行う業務業務の種類

副リーダー（部下2名、リーダー不在の間における緊急対応が週1回程度）
従事する業務に

伴う
責任の程度

変更した就業場所・変更した業務内容
（変更があった場合に記入）残業時間勤務時間休憩時間終業時刻始業時刻就業日

分時 分時 分１日
２日
３日

４日
５日
６日
７日

８日
９日
１０日
１１日

１２日
１３日
１４日

１５日
１６日
１７日
１８日

１９日
２０日
２１日
２２日

２３日
２４日
２５日

２６日
２７日
２８日
２９日

３０日
３１日
備 考

【保存期
間：派遣先
管理台帳と
して、労働者
派遣の終了
の日から3年
間】

※ １月に１回
以上、派遣元に
通知すること。

以下のいずれかの方法で行う。
・書面の交付
・ＦＡＸ
・電子メール

➁ 通 知 の 方 法

１ヶ月ごとに１回以上、一定の期日を定めて通知する。

③ 通 知 の 時 期



１ 派遣先の講ずべき措置等について

事業所単位の派遣可能期間（３年）を超えて派遣労働者の受け入れを希望する時は、意見
聴取期間の間に必要な手続きを行うことにより、３年以内の期間であれば派遣可能期間を延
長することができます。（法第４０条の２第３項）

（４）事業所単位の派遣可能期間の延長
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意見聴取の実施手続について
抵
触
日

抵触日前１ヶ月間意見聴取期間

意見聴取期間（事業所単位の期間制限の抵触日の１ヶ月前の日までの間）に意見聴取が必要となる。



１ 派遣先の講ずべき措置等について

（４）事業所単位の派遣可能期間の延長
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過半数労働組合（無い場合は過半数代表者）に対し
「意見聴取」を行うため、以下の内容について書面に
より通知を行う。

■ 派遣可能期間を延長使用とする事業所
■ 延長しようとする期間

※ このとき、従事した派遣労働者の数及び期間を定めないで雇用する
労働者（正社員）の数の推移に関する資料等、意見聴取の参考とな
る資料も併せて提供すること。

➀ 意 見 聴 取 の 方 法

次のいずれにも該当するものでなければならない。

・労働基準法上の管理監督者でないこと。

・派遣可能期間を延長するために意見聴取される者を選
出することを明らかにして実施される投票、挙手等の
民主的な方法による手続きにより選出された者であっ
て、派遣先の意向に基づき選出されたものではないこと。

過半数代表者に意見聴取を行う場合の留意事項



１ 派遣先の講ずべき措置等について

（４）事業所単位の派遣可能期間の延長
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以下の内容を書面に記載して保存すること。

■ 意見を聴取した過半数労働組合の名称又は過半数
代表者の氏名

※ 過半数代表者の場合は選出方法についても記載するのが望ましい。

■ 過半数労働組合（又は過半数代表者に通知した事項
及び通知した日

■ 意見を聴取した日及び意見の内容
※ 異議を述べた場合には以下も記載すること。

ⅰ）派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間
ⅱ）異議への対応に関する方針
ⅲ）異議への対応方針等を説明した日

※ 意見を聴いて延長する派遣可能期間を変更した場合は、その変更
した派遣可能期間を記載すること。

➁ 意 見 聴 取 後 の 書 面 の 保 存

保存期間は延長前の派遣可能期間終了日後３年間。



１ 派遣先の講ずべき措置等について

（４）事業所単位の派遣可能期間の延長
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上記②で書面で保存する内容を、派遣先事業所が雇用
している全労働者に対して次の方法により周知する。

■ 全労働者が事由に閲覧可能な場所への掲示

■ イントラネットへの掲載

■ 書面を交付 等

③ 事 業 所 の 労 働 者 に 周 知

派遣可能期間を延長したときは、速やかに、派遣元事
業主に対して延長後の事業所単位の期間制限に抵触す
る日を通知しなければならない。

（法第４０条の２第７項）

④ 派 遣 元 へ 延 長 後 の 抵 触 日 を 通 知

通知の方法は以下のいずれかの方法で行う。
・書面の交付
・ＦＡＸ
・電子メール

【延長後の派遣元への抵触日通知書の記載例】



１ 派遣先の講ずべき措置等について

派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情の内容を派遣元に通知すると
ともに、当該派遣元と密接に連携し、遅滞なく、その苦情に適切な処理を図らなければなり
ません。（法第４０条第１項）

（５）苦情の適切な処理
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業務に関わることだけでなく、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児
休業、介護休業に関するハラスメント、パワーハラスメント、障害者である派遣労働者の有する能力の有
効な発揮の支障となっている事情に関するもの等が含まれていること。

① 苦 情 の 内 容

派遣労働者からの苦情の申出を受けたことを理由として、派遣労働者に対して不利益な取扱いをしては
ならない。

※ 不利益取扱いの例
ⅰ）苦情の申出を理由として派遣労働者が処理すべき業務量を増加させること。（直接的行為）
ⅱ）苦情の申出を理由として派遣元に対し派遣労働者の交代を求めること。（間接的行為）
ⅲ）苦情の申出を理由として労働者派遣契約の更新を行わないこと。（間接的行為）

② 不 利 益 取 扱 い の 禁 止



１ 派遣先の講ずべき措置等について

派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇を推進と派遣労働者の処遇改善のため、派遣元
だけではなく、派遣先においても、教育訓練、福利厚生等に関し、必要な措置を講じなけれ
ばなりません。

（６）派遣先による均等待遇の確保
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自社の労働者と同種の業務に従事する派遣労働者に対して職務遂行上必要な能力を開発するために実施す
る教育訓練を、派遣元の求めに応じて自社の労働者と同様に実施しなければならない。

（法第４０条第２項）

① 教 育 訓 練 ・ 能 力 開 発

派遣労働者に対して以下の施設の利用機会を与えなければならない。
・給食施設
・休憩室
・更衣室 （法第４０条第３項）

※ 派遣先の労働者が利用する以下の施設があれば派遣労働者に利用に関する便宜供与を行う配慮をしなければならない。
（法第４０条第４項）

物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等

➁ 福 利 厚 生 施 設



１ 派遣先の講ずべき措置等について

（７）派遣労働者の雇入れ努力義務・募集情報の提供義務
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以下の場合、直接雇用の努力義務が発生する。
ⅰ）派遣先の組織単位の同一の業務に、同一の派遣労働者（有期雇用）を継続して１年以上受け入れており、
ⅱ）派遣元事業主から、その派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、
ⅲ）派遣終了後に、引き続き同一の業務に従事させるために労働者を雇用しようとする場合

（法第４０条の４）

① 雇 入 れ 努 力 義 務

■以下の場合、正社員の募集情報の提供義務が発生する。（法第４０条の５第１項）
ⅰ）派遣先の同一の事業所で、同一の派遣労働者を継続して１年以上受け入れており、
ⅱ）その事業所で働く正社員を募集する場合
※ 新卒の学生を対象とした全国転勤の総合職の求人情報等当該派遣労働者に応募資格がないことが明白な場合を除く。

■以下の場合、募集情報の提供義務が発生する。（法第４０条の５第２項）
ⅰ）派遣先の同一の組織単位の業務に、継続して３年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、
ⅱ）派遣元事業主から、その派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、
ⅲ）その事業所で働く労働者（正社員に限らない）を募集する場合
※ 特殊な資格を必要とする等募集条件に該当しないことが明らかな場合を除く。

【募集提供の方法（周知の方法）】
・事業所の掲示板に求人票を貼る
・直接メールで通知
・派遣元を通じて周知 等

➁ 募 集 情 報 の 提 供 義 務



１ 派遣先の講ずべき措置等について

（８）派遣料金の配慮義務
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●派遣元事業主から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じ
なかった場合

●派遣元事業主が法第30条の3又は法第30条の4第1項に基づく賃金を確保するために
必要な額を派遣先に提示した上で派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金
が当該額を下回った場合

配 慮 義 務 を 尽 く した と言 えな い例

派 遣 料 金 の 配 慮 義務

■派遣先には、派遣元事業主が【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】に
より、派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣料金について配慮することが
義務付けられています。

■この派遣料金の配慮義務は、労働者派遣契約の締結又は更新の時だけではなく、当該
締結又は更新がなされた後にも求められます。

 配慮義務を尽くしたと言えない場合には、行政指導の対象となることがあります。



２ 派遣事業に関する指導監督における違反状況について



２ 派遣事業に関する指導監督における違反状況について

（１）指導監督の実施状況と派遣法違反の内訳について
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２ 派遣事業に関する指導監督における違反状況について

（１）指導監督の実施状況と派遣法違反の内訳について
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２ 派遣事業に関する指導監督における違反状況について

（１）指導監督の実施状況と派遣法違反の内訳について
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法 条 項

派遣先管理台帳

法 条 項
派遣契約締結の際の記載事項

法 条 項
比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

法 条の２第 項
過半数労働組合等への意見聴取

法 条 項
派遣元事業主に対する抵触日の通知

法 条の２
派遣元以外の派遣業を行う事業主からの派遣受入禁止

その他

（令和５年以降滋賀労働局が実施した同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた指導監督における派遣先に対する違反指導件数計＝100）
※令和７年１２月末までの時点



２ 派遣事業に関する指導監督における違反状況について
（２）派遣法に関する違反のよくある指摘例について
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派遣先管理台帳に記載すべき事項

①派遣労働者の氏名

➁派遣元事業主の氏名又は名称

➂派遣元事業主の事業所の名称

④派遣元事業主の事業所の所在地

⑤協定対象派遣労働者か否かの別

⑥無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働舎かの別

⑦派遣就業をした日

⑧派遣就業をした日ごとの始業及び終業の時刻、休憩した時間

⑨従事した業務の種類

⑩従事する業務に伴う責任の程度

⑪派遣就業した事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所、組織単位

⑫派遣労働者から申し出を受けた苦情処理に関する事項

⑬紹介予定派遣に関する事項

⑭教育訓練を行った日時・内容

⑮派遣先・派遣元責任者に関する事項

⑯派遣受入期間の制限を受けない業務に関する事項・60歳以上の者か否か 等

⑰社会・労働保険の被保険者資格取得届の提出の有無（無い場合はその理由）

① 派遣先管理台帳の作成について（法第42条第１項）

派遣元が委託を受けて作成しているケースがよく見られる。

派遣先は派遣元が代行して作成した派遣先管理台帳を確認せ
ず、記載事項の不足や記載誤りを見落としがち。

右欄全ての事項を充足した台帳になっていない。 ×
実態と異なった内容となっている。 ×
派遣契約締結以降の運用状況に沿った管理ができていない ×

Cause ①

右欄⑫の苦情処理受付状況や右欄⑭の教育訓練実施状況は実
施の都度派遣先管理台帳への記載が必要となるが、これらの
記載を怠っているケースが多い。

派遣先管理台帳は派遣労働者ごとに現在の状況を反映してい
るものでなければならないという意識が低い。

Cause ➁
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派遣元事業主に通知すべき事項
①派遣就業をした日

➁派遣就業をした日ごとの始業及び終業の時刻、休憩した時間

➂従事した業務の種類

④派遣労働者の氏名

⑤従事する業務に伴う責任の程度

⑥派遣就業した事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所、組織単位

② 就業状況の報告について（法第42条第３項）

派遣先で使用しているタイムカード等をそのまま活用してい
るケースが多い。

派遣料金の計算に必要な最低限の情報として日ごとの労働時
間のみを就業状況報告として派遣元に提供すればよいと認識
していることが多い。

派遣法上の就業状況報告は派遣契約に記載されている従事業
務、責任の程度、就業場所や組織単位を遵守して派遣労働者
を使用していることを派遣元に報告するものであるというこ
との理解が不足している。

下欄全ての事項を充足した報告になっていない。 ×
（特に下欄➂⑤⑥と➁のうち休憩時間）

Cause ➂

就業状況報告（派遣元事業主への通知事項）

令和 年 月分労働者派遣法第42条第3項に基づき、下記について通知します。

労働 太郎派遣労働者氏名

株式会社ハローワーク滋賀工場 大津市中央○－○－○ 製造部情報機器課部品製造係就業場所

製造部情報機器課部品製造係組織単位

情報機器の部品の製造を行う業務業務の種類

副リーダー（部下2名、リーダー不在の間における緊急対応が週1回程度）
従事する業務に伴う
責任の程度

変更した就業場所・変更した業務内容
（変更があった場合に記入）残業時間勤務時間休憩時間終業時刻始業時刻就業日

分時 分時 分１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

備 考

【保存期間：
派遣先管理台
帳として、労働
者派遣の終了
の日から3年
間】

※ １月に１回以上、
派遣元に通知するこ
と。
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➂ 派遣契約の記載事項について（法第26条第１項）

法改正後の追加事項に対応していない。

・右欄⑩業務に伴う責任の程度
・右欄⑮派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否か

右欄全ての事項を充足した台帳になっていない。 ×
実態と異なった内容となっている。 ×

Cause ⑤

労働者派遣契約は派遣元と派遣先が協議の上で決定する内容
であるが、派遣先が必要記載事項を十分に理解しておらず、
派遣元任せになっているケースが多く、確認も不十分になっ
ている。

結果、項目漏れが生じたり、就業開始時間や終了時間、就業
日が実態と異なる状況が生まれる。

Cause ④

派遣契約の必要記載事項
①派遣労働者の業務内容

➁従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所、組織単位

➂直接指揮命令する者

④派遣期間及び派遣就業日

⑤派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

⑥安全衛生に関する事項

⑦苦情処理に関する事項

⑧労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置に関する事項

⑨紹介予定派遣に関する事項

⑩業務に伴う責任の程度

⑪派遣元・派遣先責任者に関する事項

⑫就業日外・就業時間外労働に関する事項

⑬便宜供与に関する事項

⑭労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置

⑮派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否か

⑯派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別

⑰派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項

⑱派遣人員

⑲許可番号
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④ 派遣元事業主に対する待遇に関する情報提供（法第26条第７項）

契約更新の前にも必要であることを派遣先が理解していない。

書面交付等の方法で行っていない ×
派遣契約の都度行っていない。 ×

Cause ⑦

派遣先が理解していないため派遣元が通知を促してから書面に
て交付しているケースが多く、派遣元から依頼がない派遣先は
通知をしていない、又は口頭でのみで済ませている。

Cause ⑥

⑤ 派遣元事業主に対する抵触日の通知（法第26条第４項）

※待遇に関する情報提供（様式例） ※抵触日の通知書（様式例）

「待遇情報の提供」「抵触日の通知」は新規契約のみならず、
契約の更新時においても必要です。
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⑥ 事業所単位の期間制限を延長するための意見聴取について（法第40条の２第４項）

派遣先の担当者が交代時に抵触日の延長手続きについ
て正しく引き継がれていないことがある。

結果、意見聴取を行わずに抵触日を延長していたり、
意見聴取に関する通知と回答を書面で行っていないと
いうことがある。

意見聴取をしていない。 ×
意見聴取にあたり書面等で通知を行っていない。×
意見聴取後、書面等により保管をしていない。 ×
意見聴取後、全労働者に周知していない。 ×
労働者代表の選出手続きが正しくない。 ×

Cause ⑧

労働者代表との意見聴取の手続きは適正に完了した
ものの、続いて以下の処理が必要なことを認識して
いないことが多い。

・各種労使協定と同じ扱いで事業所内に周知

・派遣元事業主に対して延長したことを速やかに通知
（法第40条の２第７項）

Cause ⑨

労働者代表の選出にあたり、以下の点で適正ではな
いことがある。

・派遣先の意向に基づいて選出されている。
・意見聴取される者として代表者を選出することを明らかに
していない。
・労働基準法上の管理監督者にあたる者を選出している。

Cause ⑩



ご拝聴ありがとうございました。

労働者派遣事業に関するより詳しい内容をお知りになりたい方は
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」を参考にしてください。

厚生労働省ＨＰからのダウンロードはこちら

労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の書式やその他各種書式については、
滋賀労働局のＨＰを参考にしてください。

滋賀労働局ＨＰからのダウンロードはこちら
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ご拝聴ありがとうございました。

ＥＮＤ
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